令和８年度福祉教育・ボランティア学習普及校事業　要領

１　福祉教育・ボランティア学習普及校事業の目的
　　福祉教育・ボランティア学習普及校事業（以下、「本事業」と表記）は、児童・生徒が福祉活動やボランティア活動体験等の学習を通じて、地域福祉への理解と関心を高め、思いやりとやさしさを育むとともに、地域における学生生活をより豊かなものにすることを目的とする。

２　実施主体　　社会福祉法人長野市社会福祉協議会（以下、「長野市社協」と表記）

３　財源　　赤い羽根共同募金の配分金（令和８年度配分）

４　対象　　長野市内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校
　　　　　　　　（児童会・生徒会、委員会、クラブ、ＰＴＡ活動等を含む）

５　指定期間　　１か年

６　助成　　予算の範囲内で、１校につき30,000円を上限に必要な経費を助成する。

７　普及校活動　　
指定校においては、目的達成のために、各校の実情に合わせ、地域・学校の特性を生かした活動を行うものとする。

８　長野市社協の役割
（１）福祉教育に関する相談・計画策定への協力、連絡調整
（２）講師やボランティア、協力団体・施設のコーディネートおよび派遣
（３）活動に必要な資料、参考図書、機材（体験用具等）の提供・貸出
（４）実践事例の収集および情報提供
（５）普及校相互の交流や情報交換を目的とした会議の開催
（６）当該年度の予算の範囲内においての活動費の助成

９　申請について
（１）募集期間　　令和８年４月24日(金)～令和８年５月29日(金)

（２）手 続 き　　学校長名による様式第１号の１「福祉教育・ボランティア学習普及校指定申請書」、様式第１号の２「福祉教育・ボランティア学習普及校指定に係る実施計画書」を長野市ボランティアセンターへご提出ください。
（３）決定　　　　長野市社協にて申請事項の確認を行い、普及校指定の可否を決定し通知いたします。
（４）活動対象　　本助成金は令和８年６月１日（月）～令和９年２月26日(金)の間に終了する活動を対象としております。

10　実績報告について
活動終了後は令和9年3月8日（月）までに、以下の書類をご提出ください。
（１）「普及校事業に係る実施報告書」（様式第4号）
（２）活動にかかった経費が分かるレシート、領収証等の原本またはコピー
（３）活動の写真及び感想文、調査結果など福祉教育・ボランティア活動の実践内容がわかる資料
　　　※例年、（２）（３）の資料の不備が散見されます。経費の計算間違いやレシート・領収証等のコピーの不鮮明などがある場合、再度ご提出いただく必要がありますのでご注意ください。また、活動の内容が分かる写真や感想文等の資料はそれぞれの活動ごとに添付してご提出ください。

11　助成金の振込について
　活動終了後にご提出いただいた報告書等関係書類の確認後に助成額が確定します。確定後については長野市社協より交付決定通知書を貴校へ送付いたします。その後、貴校より「福祉教育・ボランティア学習普及校事業請求書（様式第5号）」を長野市社協へ速やかに送付していただき、請求書の確認後に貴校口座に確定金額を振り込みます。

12　申請内容の変更
　　申請内容を変更する場合は、長野市ボランティアセンターにご連絡していただいた上で、「福祉教育・ボランティア学習普及校実施計画変更承認申請書（様式第２号）」および変更の内容が確認できる書類を必ずご提出ください。


13　活動の中止
　申請した活動すべてを中止する場合は、長野市ボランティアセンターにご連絡していただいた上で「福祉教育・ボランティア学習普及校事業中止届（様式第3号）」を必ずご提出ください。

14　申込み・問合せ先
社会福祉法人長野市社会福祉協議会　長野市ボランティアセンター
　　（住所）〒380-0813　長野市大字鶴賀緑町1714-５　長野市ふれあい福祉センター１階
　　（TEL）026-227-3707　（FAX）026-224-1513　（E-mail）vc@csw-naganocity.or.jp
